
和歌山工業高等専門学校安全運転管理規則 

 

制  定 平成 ５ 年３月３０日 

                           最近改正 平成１９年４月 １ 日 

  

 （目的） 

第１条 この規則は、和歌山工業高等専門学校（以下「本校」という。）が所有する自動車の

安全運転管理の強化を図ることを目的とする。 

 （義務） 

第２条 校長は、法令の定めるところにより、自動車の安全な運転に関する事項を遵守させる

よう努めなければならない。 

 （責務） 

第３条 本校の自動車を運転しようとする者（以下「運転者」という。）は、校長その他関係

者が法令及びこの規則に基づいて講ずる自動車の安全な運転に関する措置に従わなければ

ならない。 

 （安全運転管理者等） 

第４条 自動車の安全運転管理事務の円滑な遂行を図るため、安全運転管理者及び副安全運転

管理者を置く。 

２ 安全運転管理者は総務課長を、副安全運転管理者は財務管理係長をもって充てる。 

３ 前項により難い事情が生じた場合は、校長は、前項に掲げる者以外の者の中から選任しな

ければならない。 

第５条 安全運転管理者は、校長の指揮監督の下に、次に掲げる事項を処理する。 

一 運転者の過労の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成する

こと。 

二 運転者が、長距離又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を

継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替するための運転者を配置す

ること。 

三 運転者に、過労、病気その他の正常な運転を妨げる原因がないかどうかを常に確認し、

また安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 

四 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するために必

要な事項について、指導を行うこと。 

五 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生じるおそれがある

ときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずるこ

と。 

２ 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐する。 

 （法令等の遵守） 

第６条 運転者は、関係法令、規則等を遵守し、安全運転に心掛けるとともに、安全運転管理

者及び副安全運転管理者の指示に従わなければならない。 

 （事故等の処置） 

第７条 運転者は、運行途上において事故が発生した場合には、臨機の措置を講ずるとともに、



事後速やかに自動車事故報告書（別記様式）を、安全運転管理者に提出しなければならない。 

 

    附  則 

１ この規則は、平成５年３月３０日から施行する。 

２ 和歌山工業高等専門学校安全運転管理規程（昭和５４年４月１日制定）は、廃止する。 

    附  則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附  則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附  則 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 



別記様式（第７条関係） 

 

校 長 事務部長 総務課長 総務課長補佐 財務管理係長 財 務 管 理 係

   

財務企画係長 人 事 係 長 財 務 企 画 係

 

   

   

       

学 科 主 任 所 属 課 長 所 属 係 長 

   

 

自 動 車 事 故 報 告 書 

 

平成   年   月   日 

 

 安全運転管理者   殿 

 

所属学科・課係 

職     名 

氏     名             ㊞ 

 

自動車事故について、下記のとおり報告します。 

 

記 

事 故 発 生 日 時 平成    年    月    日（  ）   時   分 

事 故 発 生 場 所  

事 故 の 概 要  

事 後 の 措 置  

 


